
 報告第１号 

 

 

平塚市立小学校及び中学校適正規模等基本方針検討委員会委員の委嘱に 

ついて 

 

 

平塚市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和３７年教委

規則第４号）第２条第２項の規定により、別紙のとおり、平塚市立小学校及び中

学校適正規模等基本方針検討委員会委員について、事務を臨時に代理し、委嘱を

行ったので、同条第３項の規定により報告する。 

 

 

 

令和７年４月２２日提出 

 

 

 

平塚市教育委員会       

教育長  吉 野 雅 裕  

 


